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委 員 蓬 原 正 三

委員外議員（９人）

議 員 福 田 作 弥

議 員 中 村 幸 一

議 員 十 屋 幸 平

議 員 河 野 安 幸

議 員 鳥 飼 謙 二

議 員 武 井 俊 輔

議 員 新 見 昌 安

議 員 河 野 哲 也

議 員 前屋敷 恵 美

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

森 山 順 一環境森林部次長
（ 総 括 ）

寺 川 仁環境森林部次長
（ 技 術 担 当 ）

飯 田 博 美
部 参 事 兼
環 境 森 林 課 長

環 境 管 理 課 長 堤 義 則

環境対策推進課長 道 久 奉 三

施設調査対策監 大 坪 篤 史

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 大 野 誠 一

政策調査課主査 坂 下 誠一郎

ただいまから環境農林水産常任○宮原委員長

委員会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。お

手元に配付いたしました日程案のとおりでよろ

しいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○宮原委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時２分休憩

午前10時４分再開

それでは、委員会を再開いたし○宮原委員長

ます。

。 、当委員会の報告事項の説明を求めます なお

委員の質疑は、執行部の説明がすべて終了した

後にお願いをいたします。

おはようございます。環○髙柳環境森林部長

境森林部でございます。

昨年は、エコクリーン問題を初め、環境森林

行政にいろいろと御指導いただきましてありが

とうございます。また、本日は、このように委
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員会を開催していただきましてありがとうござ

います。

本日は、昨日行われました第４回エコクリー

ンプラザみやざき問題外部調査委員会におきま

して、最終的な調査報告書が取りまとめられま

、 。したので その概要を報告させていただきます

外部調査委員会におきましては、昨年６月以

降、浸出水調整池が機能不全に至った原因や責

任の所在、さらには、施設の機能回復に関する

工法の検討などにつきまして、専門的かつ客観

的な観点から調査検討を行っていただいたとこ

ろであります。その上で、昨日の外部調査委員

会におきまして調査結果がまとめられ、報告書

並びにその概要版、そして委員長コメントがあ

わせて発表されました。

県といたしましては、この報告書の内容を十

分に踏まえまして、エコクリーンプラザみやざ

きが真に安全・安心な施設へと再生されますよ

う、公社や関係市町村等とともに最大限努力し

てまいりたいと考えております。

報告の内容につきましては、施設調査対策監

から御説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。

それでは、本日の委員○大坪施設調査対策監

会資料に基づきまして概要を説明させていただ

きます。お手元に、昨日発表されました調査報

告書の概要版を委員会資料としておつけしてお

ります。さらに、外部調査委員会の委員長コメ

ントを最後の５ページにおつけしておりますの

で、委員会資料に沿って内容を説明させていた

だきます。

まず、１ページですけれども、調査報告書の

第Ⅰ章としまして、エコクリーンプラザみやざ

きに関する概要についてまとめております。

まず１番目ですが、財団法人宮崎県環境整備

公社の概要ですけれども、公社は、平成７年に

設立されまして、産業廃棄物や市町村から処理

を受託した一般廃棄物の処理、その他廃棄物に

関する各種事業を行うことによりまして、本県

のすぐれた自然環境や県民の生活環境の保全等

を図ることがその設立目的とされております。

そのことを踏まえまして、③の事業を行うとと

もに、④に掲げるような施設が整備されており

ます。

、 、次に 中ほどの２の建設の経緯ですけれども

エコプラザに関しましては、公共関与による産

業廃棄物処分場の設置を求める県内市町村や産

、 、業界からの要望を受けまして 平成５年１月に

県が中心となりまして、宮崎県産業廃棄物処理

施設検討委員会が設置されたことが発端となっ

ております。この委員会は、県内の行政機関や

経済団体、学識経験者で構成されまして、商工

会議所連合会の会頭が会長を務められておりま

すが、この委員会における提言を受けまして、

県央地域に整備をする方針が決定され、平成７

年３月に宮崎県環境整備公社が設立されており

ます。

候補地の選定は、県に一任されましたことか

ら、県では、平成８年の５月に４つの地区の中

から現在地を候補地として選定をしまして、立

地可能性調査を経て適地と判断をいたしており

ます。

その後、焼却施設に関しますダイオキシン対

策が大きな社会問題となる中で、国のほうが各

都道府県に対しまして、ごみ処理の広域化計画

を策定するよう求めたことから、平成11年３月

になりますが、本県のごみ処理広域化計画を策

定しまして、６月には、エコプラザを県内の産

業廃棄物だけでなく、県央地区14市町村の一般

廃棄物をあわせて処理することに方針転換され
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ております。

、 、 、その後 厚生労働省の指定や 環境影響調査

地元との協定締結等を経まして、平成14年２月

に、廃棄物処理法に基づく設置許可権者である

宮崎市から管理型最終処分場の設置が許可をさ

れまして、公社では５月から造成工事に着手し

ております。

その後、段階的に工事が進みまして、平成17

、年６月にはエコプラザの試験運転が開始をされ

関係市町村からのごみ搬入が始まるとともに、

宮崎市が産業廃棄物処分業等の許可を行いまし

て、17年11月に全面的な供用が開始されており

ます。

それから、②の事業用地につきましては、こ

この用地はもともと宮崎市の所有地でありまし

たことから、公社では宮崎市と売買契約を行い

まして、平成13年と15年に合わせて50ヘクター

ル弱の山林を有償で取得しております。費用は

、 、そこに書いてございませんが 約５億5,000万円

。 、平米当たり約1,100円で取得しております ただ

所有権につきましては、土地購入費の負担割合

に応じまして、県央地区の14市町村と公社とに

分けて登記がなされております。

それから、３番目ですが、エコプラザの施設

の問題点ですけれども、①から⑤まで５点ほど

整理をいたしております。内容は既に御存じの

ことですので、省略をしますが、今回、外部調

査委員会では①と②を中心に調査検証を行った

ところであります。

それから、下のほうに、４、浸出水調整池に

関連する設計委託、工事等について整理をして

おります。まず、①の関連する主な設計等委託

業務ですが、これはいずれも日本技術開発株式

会社、以降、略して日技といいますけれども、

ここが受託をしております。次に、②の関連す

る主な工事等ですけれども、まず、管理型最終

処分場建設工事におきましては、三井住友建設

を中心とする共同企業体、以降、略して三井住

友ＪＶといいますけれども、ここが浸出水調整

池の盛り土工事を実施しております。また、本

体となります浸出水調整池の建設工事のほうで

、 、すが １工区を松本組を中心とする共同企業体

以降、松本ＪＶといいます。それから、２工区

を西條組を中心とする共同企業体、以降、西條

ＪＶといいます。ここが浸出水調整池の本体工

事を実施いたしております。さらに、③の施工

監理業務委託ですが、これにつきましては、先

。ほどの日技が受託して実施をいたしております

以上が、第Ⅰ章のエコクリーンプラザみやざ

きに関する概要であります。

次に、２ページをお開きください。２ページ

と３ページが第Ⅱ章ということになります。事

実関係の究明と問題点の指摘等ということで整

理をいたしております。

まず、２ページのほうでは、それぞれの段階

ごとに、すなわち設計段階、施工段階、公社の

意思形成過程、さらに法律に基づく使用前検査

に分けまして、それぞれの問題点を指摘いたし

ております。２ページに関しましては、その資

料に沿って内容を読ませていただきます。

まず、第１、設計段階における検証ですが、

１、基本計画における浸出水調整池設置箇所選

定の検証。①、基本計画策定業務（平成12年３

） 、 （ ）月 において オープン型の池 容量５万立米

として現在の位置に決定されている。ただし、

決定に至るまでの具体的な経緯を示した資料等

が成果品の報告書等で確認できなかった。

２点目、浸出水調整池の採用工法の検証です

が、①、基本設計等業務委託（平成12年９月）

において プレキャストブロック製品の一般図・、
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参考配置図が示され、管理型最終処分場実施設

計業務委託（平成13年７月）では、プレキャス

ト構造による詳細設計が実施されているが、プ

レキャスト構造を採用した経緯が成果品の報告

書で確認できなかった。設計における工法選定

は重要な事項であり、その決定根拠は報告書に

記載されるべきである。

②ですが、公社及び日技とも、宮崎層群（泥

岩）のスレーキングの可能性を認識しており、

設計・施工に配慮すべきであった。

③、管理型最終処分場実施設計業務委託（平

成13年７月）で、浸出水調整池の基礎及び基礎

工の検討を行い、直接基礎補強案に決定されて

いる。基礎工の検討においては、スレーキング

などによって劣化する可能性があるにもかかわ

らず、単純な弾性計算で変形量を算出し、その

際用いた変形係数の値も問題がある。また、漏

水が一切許されない浸出水調整池の安定性の検

、 「 」討で 日本建築学会の 建築基礎構造設計指針

を用いたこと、さらには、その検討結果にも問

題がある。

、 、したがって 本業務における設計条件の設定

計算手法等に関しては妥当性に欠けており、こ

れが最終的に浸出水調整池の不具合に大きく影

響することになった。

さらに、公社は日技を信頼していたとの申し

立てがされたが、発注者として職責を十分に果

たしたとは言えない。

、 、公社及び日技の事実申立書等によると 当初

日技は、杭基礎案、地盤改良案の２案を提示し

たが、公社がほかの工法検討の指示を行い、直

接基礎案、直接基礎補強案が追加され、直接基

礎補強案に決定されたとのことであるが、この

協議経緯を記録した協議簿は公社保管の書類で

は確認できなかった。工法選定における協議の

経緯を示した協議録等は報告書に添付されるべ

きである。

④、上記の業務委託の成果は、設計条件の設

定や計算手法に問題があること、また、工期内

、に成果品が完成していない状態で検査を実施し

合格としていることから、完成検査は適正に行

われたとは言えない。

第２が施工段階における検証であります。

１点目、施工の妥当性に関する検証です。

①、工事仕様書では、盛り土施工時に盛り土

と現地盤の密着を図るため、段切りを行うこと

になっているが、今回、三井住友ＪＶが提出し

た状況写真では、段切りが実施されたか確認で

きず、適正な施工が行われたかどうかの判断は

できない。

②、盛り土材料として宮崎層群の泥岩を使用

しているが、ボーリング調査の結果では岩塊は

確認されず、粘性土と砂質土の中間的な性状で

あったことから 施工時あるいは施工後にスレー、

キングを起こしている可能性がある。また、公

社や西條ＪＶの事実申立書等によると、第３水

槽補強工事の深礎杭の掘削時に、スレーキング

を起こしている箇所や、土のうや木の根等が確

認されたとの申し立てがある。ボーリング調査

では木の根等の異物は確認されていないが、局

部的に存在することは否定できない。

③、工事仕様書では、盛り土に先立つ試験盛

り土の結果を監督員に報告し 承諾が必要となっ、

ている。しかしながら、浸出水調整池付近の盛

り土工事は、平成15年３月26日に開始され、試

験盛り土が行われた６月５日までに47日間、監

督員の承諾が得られた７月17日までに59日間の

盛り土工事が行われている。

また、試験盛り土の結果に基づく指示により

施工を実施したことを確認できる写真等が公社
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に保存されておらず、三井住友ＪＶに提出を求

めたが 確認するに十分な写真は提出されなかっ、

た。

さらに、盛り土開始から試験盛り土の結果に

基づく指示が出るまでの間、相当量の盛り土が

実施されているが、どのような盛り土工事を実

施していたか、確認できなかった。

浸出水調整池地質調査業務（平成20年10月）

では 「盛り土材の不均質性が施工時の締め固め、

、 、に影響を及ぼし 締まりの悪い部分が形成され

上載荷重により圧縮を引き起こしたと考える」

としている。

したがって、工事仕様書及び施工計画書に基

づき盛り土工事が実施されず、十分に均質で密

実な盛り土がされなかったため、比較的締まり

の悪い部分が沈下を起こしたと推測される。

④ですが、試験盛り土及びＲＩ試験の実施時

期に問題があること。試験状況の写真や工事の

進捗状況写真が存在しないことなど、工事仕様

書、施工計画書に基づいた施工管理が行われて

おらず、不適切である。特に、試験盛り土以前

の盛り土工事の施工管理が不適切である。

⑤、平成15年11月に施工業者から出された沈

下予測に対する日技の検討内容については、変

形角による安全性の検証で基準値を満足しない

ことが判明するなど問題がある。事実聴取にお

いて、公社職員は日技を信用して任せたとのこ

とであるが 発注者としての責任を認識し 種々、 、

の問題点を指摘すべきであった。

⑥、平成16年の浸出水調整池本体の沈下に対

する対策検討で十分な原因究明も行わず、当初

設計から携わってきた日技が防水工事で対応で

きると判断したことには問題がある。また、公

社も具体的な原因究明を行おうとした状況が見

受けられない。

２点目、施工監理業務に関する検証でありま

す。

①、浸出水調整池の盛り土の施工監理に関し

ては、日技は、非常駐の重点監理であるとの理

由で関与していないとの申し立てであるが、施

工監理日誌の状況からは相当の日数実施してい

ると判断される。

②、仕様書では、日技が主体的に監理を行う

ことになっており、浸出水調整池の盛り土監理

に関与していないのならば、業務を適切に履行

したとは言えない。

、 、③ 施工監理日誌には発注者の確認印がなく

発注者・受注者の施工監理の重要性に対する意

識が薄い。

、 。３点目 工事の検査に関する検証であります

①、管理型最終処分場工事、これは三井住友

ＪＶが施工したものですが、良質な工事目的物

を得るために行うべき中間検査を実施していな

いことは不適切である。完成検査において、浸

出水調整池の盛り土工事は、既に検査が完了し

ているとの認識で、当該部分の検査は行われて

いない。また、公社は、浸出水調整池の地盤沈

下の原因は、三井住友ＪＶの責に帰すべき事由

かどうか判断すべきであった。したがって、完

成検査においては、浸出水調整池の盛り土工事

も含め検査を実施し、契約図書に定められた出

来形や品質等が確保されているか確認し、合否

の判断をすべきであることから、完成検査は適

正に実施されたとは言えない。

②、浸出水調整池工事の１工区（松本ＪＶ施

工）及び２工区（西條ＪＶ施工）の分でありま

す。浸出水調整池は、浸出水を貯留する機能が

求められていることから、沈下により使用でき

ないことは機能を満足していないと判断すべき

であり、これを合格としたことは問題がある。
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本来ならば、機能不全の可能性が判断された時

点で、三井住友ＪＶの盛り土工事も含め原因の

究明を行い、対策を実施した上で完成検査を行

うべきであり、原因の究明、責任の所在、抜本

的対策を怠った公社の対応は不適切である。

それから、右側の第３ですが、公社の意思形

成過程における検証であります。

１点目、設計段階における意思決定に関する

検証。

、 、① 公社に保存されている書類を調査したが

浸出水調整池の設置箇所選定及び工法選定に係

る協議記録やその処理方針に関する決裁伺はな

かった。また、事実聴取等でも作成したとの証

言が得られなかったことから、作成されていな

いと判断せざるを得ない。

２点目、施工段階における意思決定に関する

検証です。

、 、① 公社に保存されている書類を調査したが

盛り土の沈下予想の検討及び浸出水調整池の沈

下対策検討に係る協議記録やその処理方針に関

する決裁伺はなかった。また、事実聴取等でも

作成したとの証言が得られなかったことから、

作成されていないと判断せざるを得ない。

②、平成17年度に実施された浸出水調整池の

第３水槽の補強工事の費用は、公社が3,982万円

余、三井住友ＪＶが5,000万円、日技が8,676万

円を負担して行われた。負担に関しての協議等

の記録が残っている。公社は、補強工事の必要

性については職位にかかわらず認識が一致して

いるが、沈下原因が明確でないことから、その

場をしのごうとする対応に終始し、対外的に不

利になりかねない文書を決裁を受けることなく

担当者名で施行するなど、その対応は不適切で

ある。

３点目、予算執行における意思決定過程の検

証であります。

①、浸出水調整池の補強工事に係る変更につ

、 、 、いては 決裁伺書がとじ込まれておらず いつ

だれが、どのような理由で浸出水調整池を補強

しようとし、また、それを回議し、最終的にだ

れがその施工を許可したのか確認することがで

きない。

②、契約書等の契約年月日が鉛筆書きされて

いるものがあり、不適切である。

③、内規に定める手続を経ずに変更契約書や

工事延長協議書に理事長の公印が押印されてお

り 公印に関する公社の管理体制が不十分であっ、

た。

４点目、浸出水調整池の機能不全における公

社の対応に関する検証であります。

①、浸出水調整池の機能不全について、常勤

の副理事長や常務理事に報告があったのは平

成17年５月末になってからであり、副理事長か

らは、早急に対策、原因や責任の所在等を究明

するよう指示がなされている。

②、しかし、常勤の副理事長等は、機能不全

を知った時点で速やかに理事長に報告し、指示

を仰ぎ、理事会にも報告するなど、適切に対応

すべきであった。

第４が、廃棄物処理法に基づく使用前検査の

検証についてであります。

①、浸出水調整池の使用前検査は、宮崎市が

管理型最終処分場の使用前検査として、平成17

年５月に実施されたが、実際に浸出水調整池の

内部に入ることなく行われ、施設設置の計画に

適合しているものとして処理されている。しか

しながら、宮崎市は検査の３カ月前に、公社か

ら沈下やその対策を防水処理で行う等の情報を

得ていることから、検査において水槽内部に入

るなどして、現地の沈下状況や防水処理の実施
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状況の確認を行うべきであった。

②、公社は、使用前検査の前日に浸出水調整

池の機能が不十分であることを認識していたこ

とから、使用前検査を延期するように市に依頼

し、補修した上で、改めて使用前検査を受ける

べきであった。

それから、３ページでありますが、以上のよ

うな検証結果を踏まえまして、責任の所在につ

いて整理がされております。

内容は２ページの部分と重複しますので、そ

の部分の説明は省略しますけれども、まず、１

番目、財団法人宮崎県環境整備公社につきまし

ては、半分から下のほうですが、以上のように

というところからお読みしますが、以上のよう

に、発注者としての職責を果たしたとは言えな

い状況であり、設計、施工、検査の各段階にお

いて公社が適正に対応していれば、今回の問題

は未然に防げた可能性が強い。

また、平成17年に実施された第３水槽の補強

工事における設計者、工事施工者との費用負担

協議が担当者名で行われており、その意思形成

の過程は、極めて不適切な対応である。

さらに、使用前検査の前日に浸出水調整池の

機能が不十分であることを認識していたことか

ら、使用前検査を延期するように市に依頼し、

補修した上で、改めて使用前検査を受けるべき

であった。

それから、２番目の日本技術開発につきまし

ても、中ほどから下ですが、以上のことからの

、 、部分からお読みいたしますが 以上のことから

今回、浸出水調整池が損傷した原因に深く関与

していると判断される。

なお、日本技術開発から提出された事実申立

書で、以下の反省と見解が述べられている。要

約でアからオまで整理をいたしております。

ア、工事特記仕様書に沈下に対する留意点を

示すなどして、設計者として意図を伝えること

を怠った。

イ、スレーキングを考慮して沈下を算出する

などの判断が必要だった。

ウ、沈下分布を具体的に仮定し、それを構造

物の設計に直接反映して構造計算を実施すべき

であった。

エ、これだけ大きな構造物の沈下に対する照

査を建築物の手法を用いることは慎重な判断が

必要だった。

オ、損傷の主因は、杭基礎構造としなかった

こと、さらに盛り土施工不良によるもの。

それから、３番目、三井住友ＪＶに関してで

すが、一番下の段落になりますけれども、今回

の調査では、地盤沈下が盛り土工事の施工不良

によるものとの明確な判断をすることはできな

かったが、盛り土の沈下原因が施工不良による

可能性は否定できないというふうにいたしてお

ります。

４番目の廃棄物処理施設設置許可権者につき

ましては、先ほどの２ページのとおりの内容で

すので、省略をいたします。

それでは、４ページをお開きください。第Ⅲ

章になりますけれども、施設の機能回復に関す

る工法等の検討についてであります。

まず第１、浸出水調整池の機能回復について

でありますが これにつきましては 既に昨年10、 、

月に開催しました第３回の外部調査委員会で委

員会としての見解を取りまとめまして既に発表

したものでございますので、内容の説明は省略

をさせていただきます。現在、公社では、この

見解に沿って２月の着工に向けた準備が進めら

れているところでございます。

次に、第２、浸出水処理システムについてで
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ありますが、左側の２-１検討の概要のほうをご

らんいただけますでしょうか。

まず、①、浸出水処理システムのうち、脱塩

処理の能力不足の原因についてということです

けれども、浸出水の塩化物イオン濃度が設計値

より高く、脱塩処理能力が不足していることに

ついて、その原因を検証しました。具体的には

２点について検証しておりますが、ア、浸出水

の塩化物イオン濃度の設計値の妥当性の検証、

イ、実施設計後に生じた塩化物イオン濃度を上

昇させる要因の検証。

それから、②、浸出水処理システムの対策案

の検討についてでありますが、浸出水処理の恒

久的な対策案を次の２つの観点から検討してい

く。ア、浸出水を長期・安定的に処理できるこ

と、イ、経済的な処理方式であることというこ

とで、具体的には、下水道放流、山元還元、脱

塩施設の増強という３つの案を上記ア、イの観

点から評価しているところでございます。

その結果ですけれども、右側、委員会の見解

としてまとめられております。まず、原因のほ

、 。うですけれども ２点ほど整理されております

１点目です。塩化物イオン濃度の設計値の妥

当性については、日技から明確な説明がなく、

確認できなかった。しかしながら、当施設がク

ローズドシステムを採用していることや、塩化

水素ガスの排出基準を国の基準より厳しくして

いること、また、設計当時の学術的な知見や先

行施設において高濃度の塩化物イオンが排出さ

、れていた事例があることを総合的に判断すると

当施設の塩化物イオン濃度の設計値は低かった

と言わざるを得ないというふうに結論づけてお

ります。

さらに ２点目ですが 施設稼働後に 台風14、 、 、

号による大量の災害廃棄物を焼却したことは、

塩化物イオン濃度上昇の要因になったものと考

えられる。また、設計後に一部のプラスチック

を焼却処理に変更したことは、塩化物イオン濃

度の大きな要因にはなっていないものと考えら

れるというふうにされております。

それから、その次の対策案についてでありま

すけれども、３つの案を検討しているわけです

が、３案のうち、下水道放流案は、焼却施設稼

働終了後に新たに浸出水処理方式を検討する必

要がないこと等から、長期・安定的処理が可能

であり、また、初期費用及び維持費用の合計が

最も安価である。ただし、クローズドシステム

の変更を伴うことから、関係法規の許認可手続

及び対外的な理解を得る必要があるというふう

にされております。

なお、この点につきましては、若干補足説明

をさせていただきたいものですから、お手数で

すけれども、報告書本体の180ページをごらんい

ただけますでしょうか。報告書本体の180ページ

でございますが、そこにそれぞれ３つの案、そ

れと現状のシステムを継続した場合の経済性の

比較をいたしております。この中で、来年の６

月から施設が閉鎖されるまでの期間 これはオー、

プン時から15年間として平成32年の10月までと

いうことになります。それから、閉鎖してから

も浸出水の処理は継続しますので、その後施設

が最終的に廃止されるまでの15年間に関しまし

て、合計して維持管理費を算定しております。

それでごらんをいただきたいんですが、一番左

側ですけれども、現状のシステムをそのまま継

続して稼働していった場合 今後トータルで10.3、

億円の維持管理費が必要となってまいります。

第１案の下水道放流で実施した場合、下水道管

を敷設しまして本管に接続するまでの当初の工

事費が7.4億円、その後の上下水道の負担金等の
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維持管理費が6.4億円、合計13.8億円というふう

になっております。第２案の山元還元案は、当

初の工事費は要らないんですけれども、維持管

理費が34.8億円、それから脱塩施設を増強する

第３案につきましては、工事費が14.5億円、そ

の後の維持管理費が26.1億円、合計40.6億円と

なっております。一番経済的なのは第１案の下

水道放流案ですが、現状と比較した場合、約3.5

、億円が新たな差額として発生しているんですが

ただ、現状システムのほうには、現在、夏場に

下水処理場へ運搬している経費がありますが、

この分が入っておりません。この分が今のとこ

ろ年間約4,000万円ほど発生しておりますので、

仮にそれが10年間継続すれば４億ということに

なるわけですから、そういった現状の状態を考

慮しますと、第１案の下水道に接続した場合に

は、実質的な新たな負担増というものはほとん

どないのではないかというふうに考えられると

ころでございます。

それでは、再び、概要書の４ページに戻って

いただけますでしょうか。最後に、今回の調査

を行う中で、公社自身が抱える問題もいろいろ

と明らかになりましたので、エコクリーンプラ

ザみやざきが将来にわたって安定的にその使命

を果たすことができるように、第Ⅳ章、今後の

公社のあり方に関する提言として、公社の組織

体制や財務等に対する諸課題を指摘しておりま

す。

まず１点目ですが、責任の所在が明確で効率

的な組織体制の確立であります。

今回の調査の結果、公社において、浸出水調

整池破損という重要な問題が理事会にも上げら

れていなかったことが判明した。公社の事務局

ですが、総務部門は県の派遣職員、建設部門は

宮崎市の派遣職員が主に担当し、限られた時間

の中で多岐にわたる業務がふくそうした結果、

両者の意思疎通が十分図られていないなど、縦

横の連携が不十分である。今後、廃棄物処理法

やごみ処理の実態、県央部の市町村の一般廃棄

物が全体の９割以上を占めておりますが、そう

いう実態を踏まえまして、運営のあり方を全面

的に見直す必要がある。理事会や評議員会、事

務局体制について見直し、責任が明確で効率的

な運営をすべきだ。それから、理事会、評議員

会については、公益法人改革の中でも形骸化の

防止と活性化が求められており、この点も踏ま

えた制度設計や運営を行う必要があるとされて

おります。

それから、２点目ですが、安定的な経営が可

能な財務体質の強化ということであります。

今回のように大規模な補修が必要になった場

合に備えて、財務上の措置が講じられていない

ことが問題。今後、安定的な経営を行うために

は、財務体質の強化を図り、問題が発生した場

合にしっかり対応できるよう準備しておくこと

が必要である。具体的には、県や市町村からの

収入に、将来の改修工事等に備えた金額を上乗

せすることや、産業廃棄物収入の増大を図るこ

と、公社の管理運営費や施設の運転管理費等の

節減を図ることなどを検討すべきである。さら

、 、 、に 会計上は 将来必要となる改修工事に備え

。修繕引当金を計上することも検討すべきである

それに見合う財源の裏づけを確保することが望

まれるとされております。

最後に３点目ですが、開かれた公社、信頼さ

。れる公社としての再生ということでございます

今回、浸出水調整池の破損について、事実が

隠ぺいされ 対外的に公表されることなく 内々、 、

に処理しようとされたことが問題である。公社

では、この点を深く反省し、抜本的な体質改善
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に努める必要がある。環境調査のみならず、施

設の稼働状況や公社の経営状況等を含め、定期

的に情報を開示し、地元や関係市町村等に十分

な周知を図ること。問題発生時の迅速な対応と

。危機管理上の体制づくりも強化する必要がある

補強工事に際しても、定期的に進捗状況の説明

や工事現場の公開を行い、衆目の中での的確な

。 、施工を行うべきである 明確なビジョンを掲げ

日々の努力を積み重ねて信頼回復を図るべきで

あるというふうにされております。

以上が調査報告書の概要であります。

それから、次の５ページですが、昨日、調査

報告書の内容が決定されました後に、外部調査

委員会の委員長コメントというものが発表され

ました。５ページに添付しているとおりでござ

います。長くなりますので、すべては読みませ

んけれども、第２段落目をごらんいただけます

でしょうか。

「まず、浸出水調整池破損の原因につきまし

ては、設計から施工、検査の各段階において詳

細な検討を行いましたが、いずれの段階におき

ましても、さまざまな問題点を明らかにするこ

とができました。今回の事態は、これらが複合

的に絡んだことによるものであり、いずれかの

段階で適切な対応がなされていれば、このよう

な結果には至らなかったものと考えられます。

また、責任の所在につきましては、発注者で

ある財団法人宮崎県環境整備公社を初め 設計・、

施工監理を行った日本技術開発株式会社、盛り

土工事を行った三井住友・吉原・竹盛特定建設

工事共同企業体など、それぞれについて言及し

たところであります。ただ、当委員会において

は、関係者の任意の資料提出や陳述に基づく調

査であったことから、あくまでも事実関係の解

明とそれに基づく責任の所在の言及にとどめ、

お互いの責任割合や個々人の責任問題にまで踏

み込むことはいたしませんでした。今後、この

調査報告書をもとに、関係機関において、損害

賠償や処分など、法的な解決に向けた取り組み

がなされることと考えております」というふう

にされております。

それから、右側４段目の後半の部分、７行目

になりますが 「改めて申し上げるまでもなく、、

エコクリーンプラザみやざきは、衛生的な生活

や良好な環境を維持するために必要不可欠な施

、 、 、設であり それは 日々のごみ処理においても

さらに、自然災害や鳥インフルエンザ等の危機

事象発生時においても、十分に実証されている

ことであります。したがって、今回の問題を契

機に、公社では抜本的な組織改革に取り組み、

地域住民の皆様にも信頼されるような体制づく

りを急いでいただきたいと思います。そして、

エコクリーンプラザみやざきが、将来にわたっ

て真に安定的な運営を続けていくことができる

よう、関係者の努力と県民各位の理解を強く求

めたいと思います」というふうに締めくくられ

ております。

県といたしましては、今回の報告書の内容を

踏まえまして、今後、市町村と工事費の費用負

担等もあります。さらには、塩処理対策をどう

するかという問題、それから、公社の組織見直

しをどうするかというさまざまな問題がござい

ますけれども、公社や関係市町村と協議を進め

てまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

執行部からの説明が終了いたし○宮原委員長

ました。

ここで、委員会の傍聴についてお諮りをいた

します。

宮崎市の尾崎氏から、執行部に対する質疑を
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傍聴したい旨の申し出がありました。議会運営

委員会の確認決定事項に基づき、先着10名に限

り許可することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、傍聴人の入室を認め○宮原委員長

ることといたします。

傍聴をされる皆様にお願いいたします。傍聴

人は、受け付けの際にお渡しいたしました「傍

聴人の守るべき事項」にありますとおり、声を

、 。出したり 拍手をしたりすることはできません

当委員会の審査を円滑に進めるため、静かに傍

聴してください。また、傍聴に関する指示には

。速やかに従っていただくようお願いいたします

報告事項について質疑はございませんか。

この報告の説明を今聞きまして、○長友委員

非常に地域住民の一人としても、憤りを禁じ得

ないという感じがしております。とにかく公社

にしても、あるいはまたコンサルにしても、あ

るいは施工業者、本当に住民の安心・安全、こ

このところをどれほど考えてやっているのか。

それもモラルから疑わざるを得ない。特にコン

サルなんていうのは、これだけの指摘されるよ

うなことを引き起こしているということは、一

体そのコンサルに資格があったのかどうか、こ

ういうことすら疑われます。まず、このコンサ

ルが落札した経緯等についてその状況、どうい

うところがこれに参加して、どういう経緯でそ

うなったのか、お尋ねしたいと思います。

それにつきましては、○大坪施設調査対策監

資料本文のほうをごらんいただけますでしょう

。 。 、か 13ページになります 13ページの中ほどに

選定３社の状況ということで、その下に説明が

ございますけれども、当初、産業廃棄物処理施

設の地質等の調査事業を実施する際に、その当

時、日本全国でいろいろと実績のあった３社が

選定をされまして、その３社からいろいろな企

画提案をさせて、その内容とか費用等総合的に

審査をいたしまして、その結果、日本技術株式

。会社が受託をしているという経緯がございます

、 、 、その後 立地可能性調査を受託しまして また

施設の基本計画ですとか、各種設計・施工監理

の業務を随意契約によって受託していると、そ

ういう経緯がございました。以上であります。

この表を見ましても、それぞれ資○長友委員

本金等も違いますし、あるいは従業員数、そし

てまた、売上高とかそれぞれ差があるわけです

ね、廃棄物なんかに関しても。これらの比較検

討というのはしっかりなされたんでしょうか。

ただ入札金額だけでこれは決まってしまったの

か。コンサルとしての実績、あるいはさまざま

な過去に行ってきたことに対する問題点、そう

いうもの等というのは把握されていたんでしょ

うか。

。 、○宮原委員長 ちょっと待ってください 今回

踏み込んでしまうと幾らでも時間が 時間が―

かかっても僕は構わないと思うんですが 先―

ほど説明を受けました報告に対する、全体が報

、告書と言えばそこまでになってしまうんですが

最初に今報告を受けた部分で質疑をいただくと

いうことで進めていきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか、そういうことで。

それにしてもそういうところが基○長友委員

本になるものですから。

それから、さまざまな書類あるいは決裁の仕

方等に問題が物すごくあると思うんです。この

辺というのは、法的には、例えば協議書がなく

ちゃいけないとか、そういうものというのはど

うなっているんですか。なくてもいいものなん

ですか。

たくさんございますの○大坪施設調査対策監
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で、一概には申し上げられませんが、当然、法

的になくてはならないものもございます。公社

の中では 費用を支出する場合には それに沿っ、 、

た決裁伺書等が当然になくちゃならないもので

ございますし、そういうものがない部分も結構

ありました。今回、徹底的に資料等も調査しま

したけれども、そういうことで非常に書類の不

備というものが外部調査委員会でも指摘をされ

たところでございます。

、 、○長友委員 それから 宮崎市につきましても

最終的な許可を下すということになるわけです

けれども、その検査の仕方あたりも、上辺から

見て中に入っていないとかそういう状況等もあ

りますけれども、こんなことでいいんでしょう

か。だから、言えることは、公社にしても、当

時の理事長はだれなのかということ、それは当

然わかっているわけですけれども、そのあたり

からして、地域住民がこれに同意をしたという

のは、もともとの問題が、当時、ダイオキシン

問題がありまして、小型の焼却炉というか、各

市町村にあったやつが数値的に大変な問題とい

いますか、だから、技術的に一番高くなってき

ている大型の焼却炉を持ってきて、そうなって

くればごみ処理広域計画ということになったわ

けですね。ところが、それがつくられる時点ぐ

らいから小型の焼却炉も性能が大分よくなって

きたというけれども、計画自体としては変更で

きないということでこういう方向に進んでいっ

たわけでありますけれども、であるがゆえに、

そういうものを集積するということは危険性も

物すごく増すわけなんですよ。だからこそ責任

はなおすべてにあるということでしっかりして

もらわなくちゃいけなかった。そのあたりで本

当に住民の安心・安全が軽視されたなという感

がしてなりません。ほかの人もいらっしゃいま

すから、最後に申し上げますけれども、じゃ、

、それをどうやって修復していくかということで

杭基礎工法あるいは下水道への放流方式という

ものがやられていますけれども、経済性等も考

えなくちゃいけないということでありますが、

同じような過ちが繰り返されたら、即座にやめ

てもらわなくちゃいけないと、こういう感もす

るわけですね。だから、経済性だけでいいのか

どうか、そういうものもひっくるめて本当にこ

れは慎重にやっていただきたい。こういうこと

を申し上げておきたいというふうに思います。

、 、○坂口委員 今 長友委員から出ましたように

ここが問題だとかこれが適当でなかったという

のはいっぱいありますね。その中で、地方自治

法上問題があるとか、物すごく小さいことを考

えると、委員長のコメントの中にも、責任の割

合というのは云々だけれども、問題があったと

して、特定の個別の名前が出ていますね。その

中で、例えば三井住友・吉原・竹盛特定建設工

事共同企業体にも責任がありますよということ

で、これが今度どう展開していくかわからない

んですけれども、ＪＶですよね、この中で竹盛

工務店というのはもうないですね。責任を追及

するときに、共同企業体は一つの法人格があり

ますから、そこに当然しなきゃならん。ところ

が、これには県は出資比率の条件をつけている

んです。ＡＢＣ特定ＪＶのときは５・４・１で

すよとか５・３・２ですよと。県が利益の配分

はこうしなさいという権限を指定しているんで

す。向こう側からすると、我々は、損益・利益

ともに含めた出資比率を県の指示によってやり

ましたから、うちには全体責任はありません。

法人としてはあるけれども、その中に県は介入

してきていますとなりますね。次の委員会あた

。りではそこらに入らざるを得ないと思うんです
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だから、根拠法とか、それから、ボーリング調

査をやった結果では岩塊は認められなかったと

いうけれども、小さくは、県の約款の中とか建

設業法の中で、ボーリングしたときはコアは５

年間保存しなさいと。そういうコアがあるのか

ないのか。それと、建築の基準を採用して地盤

を考えたことは問題でしたよという指摘ですけ

れども、一方、廃棄物のこういった調整池の手

引書には、これはどの基準でやりなさいとか諸

元はどういうものをしなさいと縛りがあるんで

す。 マニュアルから、手引書から、約款から、

建設業法から、そういうのを次の委員会では整

理していただいて、きょうは収拾がつかないと

思うんです。その細部に入って次の段階に移る

のはこの次にしていただいて、１つ、文言の説

明をちょっとよろしいですか。

、報告書の中でわからないところなんですけど

３ページの日技のところで、一番下のオの行で

す 「損傷の主因は、杭基礎構造としなかったこ。

と、さらに盛り土施工不良によるもの 、この２」

。つを満足しなきゃだめなんだという解釈なのか

修復するのは、基礎杭を補強することで完全で

すよというのがあります。ですから、判断があ

いまいな報告書になっています。この２つを満

足しなかったからこういうことになったんです

よという指摘をして、一方では、基礎杭で補強

。 、しなさい これで万全ですよということだから

これも外部委員会はもう一歩踏み込むべきだっ

たと思うんです。

そのことについて○大坪施設調査対策監

。 、ちょっと補足をさせてください ここの部分は

実は日技のほうから主張されている部分でござ

います。外部調査委員会としてこんなふうに判

断をしたということではございません。日技の

ほうが、あくまで自分のところの非を認める、

そんなふうな反省と見解を事実申立書のほうで

述べているものですから、それをそっくりその

まま引用しております。したがって、このアか

らオまでの文言は、すべて日技の見解だという

ことでございます。外部調査委員会の見解とい

うことではございません。したがって、損傷の

原因として、杭基礎構造としなかったというこ

とは、みずからの非を半分ぐらい認めていると

いうことになりますけれども、一方では、盛り

土施工工事、そっちも不良があったんだという

業者側の主張だということでございます。

というのが、今、外部調査委員会○坂口委員

の報告書はどれだけ信頼に耐え得るかとか、ど

こまで踏み込んでいるかと。これの信頼度が興

味のあるところというか注目しているところだ

から尋ねたんです。

それでは、４ページの２―２委員会の見解の

上の丸の３行目 しかしながら 当施設がクロー、「 、

ズドシステムを採用していることや塩化水素ガ

スの排出基準を国の基準より厳しくしているこ

と これは3,000ppmのことだと思うんです ま」、 。「

た、設計当時の学術的な知見や先行施設におい

て高濃度の塩化物イオンが排出されていた事例

があることを総合的に 、こういったもろもろを」

判断すると、イオン濃度の3,000ppmというのは

低かったんじゃないのということだけど、そう

いった知見があったとか事例があったじゃなく

て、これは大問題、大課題だったんですね。こ

れをどうやろうかとか、なぜこんなに上がるん

だというのは大きい課題で、どうやってクリア

しようという中だったんです。だから、低い高

いの問題じゃなくて、これはもっと大きい問題

だと思うんです クローズドシステムが的確だっ。

たかというと、ここでこれを分析していけば、

クローズドシステムは間違いなんですよ。ここ
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では導入してはならない方法だった。3,000ppm

でやってもですよ。ということで、ちょっと甘

いと思うんです。証言とか証拠がないから踏み

込めなかったというけど、踏み込めなかったな

ら、その範囲を明示して、これからこれまでの

範囲がありますからということにならないと、

最終報告にならないんじゃないかという気がし

て。これは裏にいろんなものが含まれてのこう

いう報告になったのかもわからないですけど、

そこらまで踏み込んでいるんですか、外部調査

委員会は。

当時、設計したのは日○大坪施設調査対策監

技でありますから、3,000ppmの根拠、何でそう

したのかということに関して説明を求めたわけ

、 。ですけれども 明確な説明がありませんでした

したがいまして、日技の算定基準そのものが非

常に不透明だったということは１点指摘できま

す。さらに、その当時3,000ppmと設定した背景

に関しては、いろんな諸状況からわかります。

例えば、全国的な事例がどうだったのか、ある

いは日技がほかの施設でも同様の委託業務を受

けていまして、そこでどんなふうな判断をやっ

ているのか、その客観的ないろんな事実関係を

外部調査委員会では調査をいたしました。そう

いうことも含めまして、今回の日技の設計3,000

ppmは低かったと断定をいたしたところでありま

すので、今回の件について外部調査委員会とし

て、私は、事務局として、できる限りの調査を

。この件でもされたというふうに考えております

もう１点だけ。その下の枠の中の○坂口委員

今後の対応の比較ですね、下水道への放流とい

、うのが一番有利だということだったんですけど

施設というのは、大きくすればするほど、逆に

大規模地震なんかのリスクは物すごく高まると

。 。思うんです そこらまで検討してのものなのか

というのが、スレーキングに触れているんです

けど、もともと宮崎層群だからあったのかもわ

からない。岩塊もなかったとか。そういったと

ころを何キロも通していくわけでしょう。そう

なったときに、下水道で接続することによって

起きる新たなリスクを想定して比較し、有利と

、 、言っているのか 単なるコスト計算だけなのか

そこらはどうなんですか。これがいいんですよ

というのを結論づけているから。

報告書を読めば、確か○大坪施設調査対策監

に、第１案の下水道放流案が非常に経済的とい

うこと、さらには、稼働が終了した後、最終的

に搬出するまでの間の処理が、下水道だと一括

してできるということ、そういう点で有利では

、ないかというふうな結果になっているんですが

今回、外部調査委員会としては、第１案が一番

ですよとまで断定はいたしておりません。した

がいまして、実施するのは公社ということにな

るわけですから、公社のほうで再度十分そこら

辺は調査をして、地元とも協議をして、いずれ

かの案を採用するということになろうかと考え

ております。下水道の放流案に関しましては、

当然、下水管ですから、一定の耐震基準があり

、 。ますので それに沿って設計がされております

下水道に関する一定の耐震基準は十分に遵守し

た中で、7.4億円の建設費の算定がされている状

況でございます。

断定していなくても、数値を示せ○坂口委員

ば、今後お金が何ぼかかるかが市町村の悩みで

す。だから、ここに行かざるを得ないと思うん

ですけど、問題はそういったリスクあたりも考

慮されているかどうかで、今のを聞くとリスク

も考慮したみたいですから。

ほかにございませんか。○宮原委員長

今後、議会の対応、委員会の対応○外山委員
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に関係しますのでお尋ねしたいんですが、この

調査報告書の内容は、公社、設計業者、施工業

者が入っている。一部許認可権があるというこ

とで宮崎市の部分も多少ありますが、県の立場

はどういうふうに考えておられるんですか。今

、後いろんな対応をしていく必要があるんですが

県の立場はどういう立場になるんですか。

今回の外部調査委員会○大坪施設調査対策監

の調査といいますのは、浸出水調整池が破損し

た原因とかその責任とか、言ってみれば限定し

た条件の中の責任追及ということでしたので、

県のほうにその具体的な責任があったというふ

。 、うな指摘はなされておりません しかしながら

今回の問題につきまして、県がリーダーシップ

をとって、関係市町村や公社と十分協議をしな

がら機能回復を目指すということは当初から申

し上げているとおりでありますので、今後も、

最終報告書を受けまして、いろんな諸問題につ

いてリーダーシップをとって調整を進めていき

たいというふうに考えております。

今ちょっとありましたが、調査委○外山委員

員会のほうからは、この件に関して県に対して

の事情聴取は全然なかったということですか。

県に対する聴取という○大坪施設調査対策監

のはありませんでした。

最初公社をつくったときのスター○外山委員

トは県ですね。それから、許認可は市にあると

いうことで、県も市も職員を派遣して公社が動

いて今日に至っておるわけですが、こういう問

題が発生した今、今後の県の立場というのを、

最終的には県に責任があるんだというふうにす

るのか、公社があるんだから、許認可権は宮崎

市だから、宮崎市が中心になって後のことは責

任問題も進めていくというふうになるのか。そ

このところをまず整理して入っていかないと、

他人事になってしまうと思うんですよ。ですか

ら、そこ辺の検討は県の内部では多少されてお

るんでしょうか。

県に責任があるというこ○髙柳環境森林部長

とですが、今おっしゃいましたように、経緯を

それぞれ踏まえまして公社というのが平成７年

３月にできております。当初は、県内全域の産

業廃棄物の処理ということで県に要望が出され

まして、それを踏まえてスタートしてきておる

わけですが、先ほど説明ありましたように、11

年に一般廃棄物もということで、当初の考え方

といいますか、方針が変更された形で来ており

ます。それで、県も国の指導を受けて広域化を

進めてきてこういう形になっておりますが、そ

れぞれ一般廃棄物につきましては、その処分権

。 、限というのは市町村に責任がございます ただ

それぞれ公社あるいは市町村という形でやって

いきますと、総合的に対策というのがなかなか

難しいと思っておりますので、そういう意味で

は、県がやはりある程度リーダーシップをとっ

て、関係市町村、公社等と協議をしながら進め

ていくことが必要ではないかというふうに考え

ております。

極論しますと、それは余計なお節○外山委員

介だというふうなとり方もできるんですね。報

告書を読む限りでは、公社の責任なんです。県

は一切入っていませんね。許認可権がある宮崎

市と関係の市町村と公社の問題であって、先ほ

ど話がありましたように、県のほうが今後検討

しながらやっていかんといかんということが本

当に必要なのかどうかをもうちょっと整理しな

いと。ただ、今のは、何というんですか、心情

的なものでしか聞こえないですね。法的に県に

そういう権限なり責任があるのか、そういうと

ころの整理も必要ですし。この報告書を見る限
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りでは、議会で報告を聞いてといっても、全然

関係していないんですね。道義的にはわかりま

すよ、最初つくったという。しかし、今、完全

に県から離れた組織の問題を県のほうが、調査

委員会も事情聴取をしていないというようなこ

とであるならば、今後、委員会で議論していく

上でも、県の立場というか、責任の所在という

か、今後のあり方、そこ辺のところを少し検討

をされて その上でないと委員会での議論に入っ、

ていけないという感じがしたものですから。以

上です。

確かに委員おっしゃいま○髙柳環境森林部長

すように、当初この問題が起きまして、当然こ

れは公社の問題でございます。県は、できた経

緯とか、職員を派遣してきたとか、あるいは一

般的な公益法人の指導監督とか、そういった部

分が現実と法的にはございます ただ こういっ。 、

たいろんな問題が起こった時点で、それぞれの

ところがなかなか進まない、そういった状況も

踏まえて、知事が、県がやはりリーダーシップ

をとってやらないとこの問題は進まないと、そ

ういった経緯で外部調査委員会も設置して今日

に至っておるわけでございます。おっしゃいま

すように、こういうことで外部調査委員会の一

つの報告というのがきのう出されましたので、

それを十分踏まえまして、今、委員おっしゃい

ますものを踏まえて、今後の対応について検討

。をしてまいりたいというふうに考えております

県がリーダーシップをとっていか○外山委員

ないとうまくまとまっていかんということはわ

かりますが、リーダーシップをとるということ

と責任の所在をそこに求めていくということは

別ですし、しかも今後相当な費用がかかってき

ますね。この費用の分担をどうするかというこ

とも、当然、県の立場を明確にして入っていか

ないと、中途半端で、工事はやるけれども、ど

こが負担するかということをはっきりしないま

まに見切り発車でしょう。ですから、入り口の

ところをもうちょっときちんと県の立場をぜひ

しっかりちゃんとしていただくようにお願いし

ます。

十分踏まえて検討してい○髙柳環境森林部長

きたいと思います。

複合的な要因が絡んで報告書は明○野辺委員

確でなかったと思うんですが、委員長コメント

の中で 「この最終報告書をもとに、関係機関に、

おいて、損害賠償や処分など、法的な解決に向

」けた取り組みがなされることと考えております

ということになっていますが、公社にも責任が

あるということで、これはどこがやっていくと

いうことになるんですか。この解釈がちょっと

わからない。

処分につきましては、こ○髙柳環境森林部長

れは処分権者、要するにそれぞれの任命権者が

処分を行うことになるというふうに考えており

ます。それと、損害賠償につきましては、工事

請負契約約款、要するに契約に基づきますもの

でございますので、当然、公社において業者と

の間で損害賠償の検討がなされるものと考えて

おります。

それぞれの、例えば公社とかいろ○野辺委員

いろ指摘があったですね。具体的にはどういう

形になるんですか。補強工事のときは、17年で

公社が3,900万とか、ＪＶが5,000万とか、日技

が8,600万余りという負担を既にされておるわけ

ですね。そういうもろもろのものがあって、結

局ミスがあったから認めて工事金を負担したと

思うんですが、具体的には関係機関それぞれと

いうことになるわけですか。

損害賠償請求につきま○大坪施設調査対策監
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しては、少なくとも契約に基づく請求というこ

とになりますので、あくまで公社のほうから業

者に対してするということになります。ただ、

どの程度請求できるのか、そこ辺の見通し等に

つきましては、昨日も理事長がおっしゃってい

ましたけれども、弁護士等と十分相談をしなが

ら今後対応していきたいということでございま

した。

それから、処分につきましては、今、部長が

申しましたように、現実的にはそれぞれの任命

権者のもとに戻っている職員も相当数ございま

すので、まずは、公社のほうで、その当時の職

員のいろんな仕事の中身が服務規程に照らして

どうだったのかということを再調査しまして、

その結果に基づいて、それぞれ県なり市なりに

戻っている職員につきましては、県なり市なり

のそれぞれの当局と協議をして処分の検討がさ

れるというふうに伺っております。

外部調査委員会の資料を拝見しま○松田委員

して、大変よくこれだけのことをされたなと感

服、感謝をしている次第であります。ただ、中

で、４ページに、今後の公社のあり方に関する

、 、提言ということで 今までのそれぞれの事績が

公社の消極性なるがゆえに、情報公開しなかっ

た、あるいは縦横連帯がとれていなかったとい

う文言が出ているんですが、１点、私たちが今

までの説明で伺った中に、積極的に事実隠匿に

関与した事例がありました。というのが、2005

年の８月から10月に、オープン前の調整池の補

修ということをされているわけですが、そのと

きに、たしか耐震のために補修をするというふ

うに虚偽の報告をした上で、慌ててオープン前

の補修をされたということが去年の５月ぐらい

報道に出たんですが、そういった部分というの

がこの報告書の中には見えてきません。外部調

査委員会はそういった、拾い出せばほかにもあ

るのかもしれませんが、そういう公社の、苦肉

の策であったのかもしれませんが、行動をどう

いうふうに認識しておられるのか、それがどう

してここに上がってきていないのか、この１点

だけお伺いしたいと思います。

今回、外部調査委員会○大坪施設調査対策監

では、その当時の職員からの事実聴取ですとか

あるいは書類上での申立書、それから、外部調

査委員会独自に公社に行っていろんな書類を調

査する。そういう中で判明した事実に基づいて

最終報告書として整理をしたということでござ

います。個々具体的な事案についてどうだった

かということまでは言及しませんけれども、確

実に判明した事実に基づきまして、どこが問題

、点だったのかということを整理したというのが

この最終報告書の実態でございます。

そういう中で、2005年にされた第３水槽の補

強工事につきましては、公社としての十分な意

思形成過程がなされないままにされたというこ

とが非常に重要な問題点だという指摘を、外部

調査委員会では第一にいたしたところでござい

ます。当時の担当者が中心になって業者等と交

渉して、その中身が、公社として最終的にどん

なふうに決定をされたのか、そこ辺が十分にわ

からない状態です。したがいまして、公社の意

思形成過程のあり方ですとか、その当時の担当

者の仕事の仕方、そういうものに関しては大き

な問題点があったというふうに指摘がされたと

ころでございます。

最終報告書はこれでまとまってお○松田委員

りますので、委員会のほうに聞くことはないん

でしょうが、私たちが、きょう与えていただい

た、提示されたこの資料を読み込みまして、ま

たクエスチョンが出た場合、質問のあて先はど
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ちらになるんでしょうか。

これはあくまで外部調○大坪施設調査対策監

査委員会としての報告書ですので、当事者は外

部調査委員会ということになります。事務局は

私どもですので、まずは事務局のほうにお尋ね

、 。になれば それなりの対応はしたいと思います

了解いたしました。以上です。○松田委員

理事会の責任については何も触れ○長友委員

られていないんですね。理事会というのはどの

ように機能したのか。その辺はどうなっていま

すか。

理事会については、概○大坪施設調査対策監

要版では整理しませんでしたけれども、本文の

ほうでは、どんなふうな実態だったのかという

ことが整理されております。本文の５ページか

ら６ページにかけてですが、恐縮ですが、開い

ていただけますでしょうか。

まず、５ページですが、理事会というものの

位置づけ、公社の寄附行為によるとどうだとい

う位置づけ。さらには、毎年３月と５月に定例

の理事会が実施されております。そこでどうい

うふうな審議がされているかということ。そし

て、20年度には９月と11月に臨時の理事会が開

かれまして、今回の問題について協議がされて

いるということが整理をされております。

さらに、６ページになりますけれども、理事

会の出席状況、非常に理事の出席状況が悪いと

いうふうな御意見もございますので、外部調査

委員会としても、実態はどうだったのかという

ことを整理して、そこに表としてまとめており

ます。平成12年６月から20年11月まで、数えま

すと22回理事会が開かれているようでございま

す。出席者の数を拾ってみますと、大体半分ぐ

らいしか本人が出席されているような実態では

ないということでございまして、その点は最終

報告書の一番最後の部分でも、組織のところの

問題点として指摘がされているところでござい

ます。

これを見ますと、各業界団体の長○長友委員

も名を連ねているわけです。それぞれ廃棄物に

は関連してくるわけです。重要な方向性とか重

要な案件等については、理事会あたりにきちん

と報告されて、そこで了承を得ないことには進

まんだろうと思うんです。理事会としても責任

がきちんとあるということをちゃんとしないと

いかんのじゃないかと思うんです。

今後のことについてお尋ねをした○満行委員

いと思っているんですけど、この報告書をきょ

ういただきまして、140ページぐらいの中身です

ので、今後、委員会としても精査をして議論し

ていかないといけないと思うんですが、そうは

いっても、ここに瑕疵のある施設があるわけで

すから、これをいかに早く建て直すかというの

は非常に大事だろうと思うんです。きのう、こ

の報告書の説明を関係市町村にやっていらっ

しゃるのをテレビでやっていましたし、きょう

の新聞にも詳しく載っていましたが、どうも他

人事というか、この報告に対して、責任の所在

がはっきりしないの何のと、自治体のトップが

一生懸命おっしゃっていましたが、何かおかし

いなと。公社の構成員ですね、その方々が他人

事みたいにして、この報告書がおかしい、公社

がおかしいと。あれ自体が大体この公社とは一

体何だったんだろうと。起こるべくして起こっ

。た事態なのかなという気がしてならないんです

公社の責任、設計、施工監理、検査、それぞれ

書いてありますけれども、しかし、対県民から

見ると、責任は公社ですよね。公社が委託をし

て設計、施工させて、その責任は当然公社にあ

るわけで、公社が責任を持って一日も早く正常



- 19 -

な状態にこの施設を戻さないといけない。しか

し、実際、公社は、この処分場の管理運営をす

るためにできている施設です。だから、当然、

財務的な内容についても全然ない。ですから、

公社自体としてはやれない。その構成団体であ

る、出資割合なのか何なのかわかりませんが、

集めて、今のを早急に改修工事を行う。もう梅

雨も来ます。ひょっとすると大地震が起こるか

もしれない。地域の住民の皆さんにしたら物す

ごく不安ですね。施工が悪い、設計が悪い、何

が悪いと、一生懸命公社の中でああだこうだと

言っていたら、全然前に進まないわけです。

部長に見解を求めたいんですけれども、早急

に公社としてやらなきゃいかんのだけれども、

公社は御存じのとおり多くの構成員で成ってい

ますので、それぞれ意見が違う。負担割合がど

うだこうだとそんなことを言っていたら全然進

まないですね。ことしの梅雨時期にも当然間に

。 、合わなくなる 先ほど部長がおっしゃっていた

県がリーダーシップをとって今日までやってき

た。別な団体でもないわけで、公社の一番の当

事者は県だと思います。構成員の中でもありま

すし、出資率も一番高いし、寄附率も高い。い

ろんな部分を考えると、県がリーダーシップを

とって今回の改修というのはやらないといけな

いんじゃないかと思うんです。そして、当然そ

の求償権は担保する。しっかり負担割合を決め

てもらう。ここの中でああだこうだと言っても

絶対決まりませんね。どこのだれから何ぼ取る

というのは、裁判にしないとだめだろうと思う

んです。それは納得しませんから、公平な立場

でいくと裁判をするしかない。しかし、したら

したで、その負担はどっちにしろしっかりとる

という約束のもとに、県がしっかりこの工事は

やり切ると。そのかわり、責任の割合によって

負担金を取りますよということをやらないと、

住民の方からすると本当にすごいことですね。

内紛で、ああでもない、こうでもない、うちは

責任がとれないと言われても進まないので、私

は部長に、県としてやると、そして、責任の所

在を決めてその負担割合で取りますよというこ

とで進めてほしいと。この中身についての議論

ももちろん必要でしょうけれども、住民からし

たら、そんなことよりは、目の前にある瑕疵の

ある施設を早く改善してほしいということだと

思うんです。そのためには、県が一日も早く主

導権をとって県の責任で改修をする。負担は後

から求めるということでやっていかないといけ

ないと思うんですけれども、部長のコメントを

いただきたいと思います。

、○髙柳環境森林部長 この報告書を受けまして

何よりも私たちが考えなきゃいけないのは、や

はり地元の住民の方、県民の方に不安を与えた

り、これ以上迷惑をかけたり、こういったこと

は絶対あってはいけないということを、県も市

町村も、ここにかかわるすべての人が、そのこ

とに十分留意しながら対処をしていくべきだと

いうふうに考えております。それをまず第一に

やることが一番必要だと。確かにそれぞれの立

場で意見がきのうも出ております。個々にああ

だこうだと、いろんな意見が今までも出てきて

おります。いろいろ意見はありますけど、そう

いったものを踏まえた上で、これを進めるため

にはどうしたらいいのか、一日も早く安全な施

設にするためにはどうしたらいいか、そういう

認識、意識を関係する人たちはちゃんと持つべ

きだと。その上でやっていかないと、また同じ

、 。ような あるいは無責任なことになってしまう

それだけはぜひ避けていただく必要がある。そ

この認識をトップの方も持ってこの対応に当
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たっていくということが必要だというふうに考

えております。いろいろ意見はございます。そ

の辺を踏まえて対応していきたいというふうに

思っています。

部長がおっしゃるとおりだと思う○満行委員

んです。でも、おっしゃるように言いたい放題

ですよね。当事者なのに、みんな、おれじゃな

い おれじゃないという感じで 今まで県がリー、 、

ダーシップをとってやってきた結果がこうなん

ですから、今回こそ県のリーダーシップでこの

施設は早く安全性を確保すると、そういったこ

とをもう一回部長お願いします。県のリーダー

シップ、県が主導する。

今まで、一刻も早くとい○髙柳環境森林部長

うことで、県がリーダーシップをとってきたつ

もりでおります。私たちはとにかく先ほど言い

ましたような基本姿勢でやっていかなくちゃい

けないと思っております。ただ、これについて

は、確かに、報告書という形で、きのう、責任

の問題というのがはっきり外部調査委員会で出

されましたので、この報告書の中身も十分精査

して、今後法的にやっていかなくちゃいけない

部分とかそこ辺のところは、十分この報告書を

踏まえた上で対応をしていきたいというふうに

思っております。私どもも一生懸命読みました

けれども、今から関係部あるいは上とも十分協

議をして、そこ辺も踏まえて、先ほどの基本姿

勢になるように、持っていけるようにやってい

きたいというふうに思っております。

最後に１つ。上司とおっしゃった○満行委員

けど、知事、副知事とは、きのう、きょうお会

いしてこの説明はされていますか。

きのう、委員長含め各委○髙柳環境森林部長

員の方から直接知事にこの報告書が手渡されて

おります。私どもも、副知事とも知事ともきの

う会って、今後の対応についてそういう方向で

検討するということで話はいたしております。

知事は、きのう、委員から直接報告を受けられ

たということです。

部長は、何か指示があったんです○満行委員

か、知事から。それと、部長から知事には特別

何か問題提起とかされましたか。

私から知事に直接きのう○髙柳環境森林部長

の時点ではレクはいたしておりません。副知事

、 、とは 連絡調整会議を一緒にしておりますので

話はいたしております。

。○坂口委員 今言われたとおりだと思うんです

きょうの報告書についてさっきちょっと質疑し

たんですけど、そこから外れるというか、一刻

も早くやらないといけないというところで、こ

れは商法での契約ではなくて公契約ですね。公

契約だから発注者側がいろんなことを介入して

いった。確認していって、結果的に公契約の最

終的な責任というのは、完成検査をやって合格

させたら何日以内に受け取らなきゃいけない。

完成検査で合格させた時点で、それはあなたの

ところには責任はないということで受け取りな

んです。そこのところの責任が公社には物すご

く大きいものが出てくると思うんです。それに

対して、受け取ったけどちょっと違うじゃない

かというのは、瑕疵を証明しなきゃだめなんで

すね。これの瑕疵証明というのは10年戦争にな

ると思うんです。だから、今言われるのはそこ

だと思うんですけど、県が代行してでもとにか

く、最初の方針がそうだったですね、後からと

いうことで、これは今後分離していって、どう

やって建設するんだというところに一つは入っ

ていって、金の責任は、とりあえずは県が持つ

という、この前の債務保証なりですね。後、分

離していかないと、これによって責任を明確に
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。するというんじゃ間尺に合わないと思うんです

この次の委員会はそこらかなと思ったんです。

これは受け取ったこと自体、公社の取引が公契

約となっていれば、すべて公社の責任ですよ。

それを健全に運営していって目的を達成して県

民にサービスを提供していく。あと、おれの責

任じゃないよというためには、公社が瑕疵を立

証していかなきゃだめだけど、これは物すごく

難しい行為になると思うんです。当時の瑕疵に

対して証拠の採用になるものの立証ですか。今

はだんだん明確になってき出したですよ。それ

でなくても、発注者側がちょっとでも工事に介

入をしていった時点で、それはすべて公契約な

んです。検査をしたということは。民法でいけ

ば、契約した後は、完成日まで、納期の日まで

は一切発注者は口出ししちゃならんわけです。

そこで問題点があれば受け取りを拒否すればい

いし、工期がおくれれば損害賠償を請求すれば

いいだけのことで。だから、これは言われるよ

うに分離していかないと、この議論をやって各

市町村が納得したり、責任の所在が明確になる

までなんて言っていたら間尺に合わないから、

今回は県の英断が要ると思うんです。瑕疵が立

証できなかったら、それは県が責任持つよとい

うぐらいの英断をやらないと、この金は確保で

きないと思うんです。瑕疵は100％立証できない

と考えたほうがいいと思うんですけど、そこら

に対しての腹構えをちょっと持たれたほうがい

いかなと。

今おっしゃるとおり、先○髙柳環境森林部長

、 、ほど言いましたように 地元に不安を与えない

工事を一刻も早くやるということが大前提だと

思います。ですから、費用負担の問題を待って

やるというのは、現実的には難しいし、不可能

だと思うんです。今おっしゃいますように、検

査員が検査をして、一定期間に目的物引き渡し

。 、を受ける そういう行為をやっておりますので

瑕疵担保責任ということでどこまでどういうふ

うにできるかということについては、専門家と

協議しながら進めていかないと難しいと思って

いますし 時間もかかると思っております おっ、 。

しゃるように、そこ辺のところは、どこがどう

いうふうに負担してやっていくか、とにかく工

事をおくらせるわけにはいきませんので、後の

議論については早急に県、関係市町村、公社と

十分話し合って進めていきたいというふうに

思っております。

ほかにございませんか。○宮原委員長

委員のほうではないようですが、それでは、

委員外議員で武井議員。

御質問いたします。武井俊輔でご○武井議員

ざいます。委員会ですので、簡潔に２点だけ御

質問させていただきます。

２ページの第３の３ですけれども、予算執行

における意思形成過程の検証という部分がある

かと思うんですが、私、これを見て大変驚いた

んですけれども 「いつ、だれが、どのような理、

由で浸出水調整池を補強しようとし、また、そ

れを回議し、最終的にだれがその施工を許可し

たのか確認することができない」というふうに

書いてあるんですが、本来この外部調査委員会

の大きなエッセンスの一つではないかと思うん

ですが、これがなぜできなかったのか、こんな

大事なことがわからないというのは、全くもっ

て理解できないんですが、なぜできなかったの

かお聞かせください。

これについては詳細に○大坪施設調査対策監

調査をいたしました。外部調査委員会として調

査をいたしましたけれども、ここの部分に関す

る決裁の伺書が現在存在していないということ
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であります。したがいまして、どういうふうな

理由で変更工事がされたのか、あるいはだれが

それを最終的に意思決定したのか、そういうの

は外部調査委員会として判断することができな

かったということであります。事実をそのまま

にここで述べているということであります。こ

ういうものも総じて受けまして、昨日、外部調

査委員会の委員長のほうから、非常に公社の書

類管理といいますか、あるいはそういう意思形

成過程が不十分だったんじゃないかということ

で、そういうものに関して大変びっくりしたと

。いうふうな印象を語られたところでございます

書類がなかったということは、全○武井議員

部見ればわかるんですが、当然、いつ、だれが

ということでいろいろヒアリングもしているわ

けですね。ということは、ヒアリングに対して

だれかが誠実な対応をしていない、ないしはう

そをついていると。つまり、みんながちゃんと

誠実に対応すれば、だれがやったとか、どうい

う判断だったというのは、仮に書類がなくても

わかるはずだと思うんですが、そういった意味

で、実際にヒアリングにどのような形で臨まれ

たのか、また、受けた側がどのような形でしっ

かり答えるといった枠組みがあったのか、非常

に疑問なんですが、そのあたりいかがでしょう

か。

その問題に関しまして○大坪施設調査対策監

は、本文のほうに、どんなふうな調査をしたと

いうことは載っていますので、114ページ、115

ページあたりになりますけれども、ごらんをい

ただきたいというふうに思います。

特に、114ページの事実聴取の中で、それぞれ

の立場にあった方に具体的に話を聞いていまし

て、それぞれどんなふうな説明があったのかと

いうことを整理いたしております。そして、115

ページに、検証ということで、そういうものを

総合しまして、外部調査委員会として、この問

題についてどんなふうに判断をするということ

をまとめております。アとして、書類により次

のことが明らかだということで、ａ、ｂ、ｃと

いうふうに載っています。イとして、事実聴取

によるとどういうことが明らかだというので、

ａ、116ページにｂ、ｃ、ｄというふうに載って

いまして、そういうことを踏まえまして、外部

調査委員会としては、以上のようにということ

ですけれども 「公社では、早急な補強工事の必、

要性については、職位にかかわらず認識が一致

していたものの、浸出水調整池の沈下の原因が

明確でない事情から、その場をしのごうとする

対応に終始し、公社にとって対外的に不利にな

りかねない文書を決裁を受けることなく担当者

名で施行するなど、その対応は不適当である」

というふうな判断がされているところでござい

ます。

わかりました。次に移ります。あ○武井議員

と１点だけ御質問いたしますが、先ほど外山三

博委員、満行委員からもありましたけれども、

いろんな協議の中で、先日、宮崎市長と西都市

長が知事のところに来たというような話もあり

まして、そのときに、囲みの中で宮崎市長が手

紙を出したみたいな話があったりして、大変驚

いたんですけれども、そういった意味で、これ

からのさまざまな協議の中で県と市町村の意思

疎通というものは非常に不可欠であると思うん

ですが、そういった報道を見ても非常に不安に

感じるんですけれども、意思疎通、なかんずく

髙柳部長と津村宮崎市長の間には、これからこ

の問題について話し合いをする、何といいます

か、信頼関係といいますか、きっちり話ができ

る状況というのがあるのかということについて
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大変不安に感じたんですけれども、部長の見解

を求めます。

内容にもよると思うんで○髙柳環境森林部長

すが、これは、いろいろ進めていく上では、当

然、担当課での事務調整なり、物によっては部

長段階あるいは副市長、次長段階とか、いろい

ろございます。今、各市町村、公社との意思疎

通、連携を図るために連絡調整会議というのが

設けられております。副知事が座長を務めて、

関係市町村長さんと意見を交換する場がござい

ますので、そこの中で意見交換がされるような

システムになっています。私も必要があれば、

宮崎市に限らず、各市町村長さんなり、担当部

長さん、それぞれお話をしていくことについて

は必要ですし、そういう姿勢は当たり前、当然

だと思っております。おっしゃるような話につ

、 、いては私もよく存じ上げませんが 基本的には

お互いが先ほどみたいな姿勢でやっていかない

とこの問題は解決しないというふうに思ってお

りますので、当然そういう姿勢はございます。

持っております。

もう一度お尋ねしたいんですが、○野辺委員

このままいくと責任の所在があいまいになって

終わってしまうような気がするんです。もちろ

ん復旧は急いでやる必要があるんですが、やは

り瑕疵があった以上、何がしかの損害賠償とか

そういうものはやるべきだと考えるんです。例

えば、倒産したら、破産管財人という形で弁護

士あたりが中心になって処理していくという方

法もありますね。今回は原因調査の委員会だっ

たと思うんですが、これに基づいて、踏み込ん

だ形で、適当でないかもしれませんが、例えば

損害賠償等検討委員会という、そういう専門家

に依頼をしないと、公社も絡んでおることだか

ら、実際できるんですか。そういう考えは今後

出てこないんでしょうか。

損害賠償請求につきまし○髙柳環境森林部長

ては、請求権者というのが、公社と業者の契約

がございますので、その契約に基づいて請求を

していくということになります。委員おっしゃ

いますように、これは非常に専門的ですし、か

なり深く個々の事象に踏み込んでいかないとな

かなか難しいことですので、弁護士にお願いを

してそういうことを進めていかないと難しいと

いうふうに思っております。公社のほうでもそ

ういうようなことは考えておるようでございま

す。

地元でありますから、一言お尋ね○福田議員

したいんですが、実は、本来ならば、三セクの

効率的な面が非常に光る事業であるべきであっ

たと思うんですが、悪い面が一挙に出てきたん

ですね、今度。この事件が勃発しましてちょう

ど１年余でありますが、その間、地元の首長さ

んとお話をする機会がございました。その時点

でちょっと私、感じたんですが、公社というこ

とをよくおっしゃいますが、この公社、公益法

人は、イコール県と市町村なんですね。この認

識がお互いまだ薄かったのかなと。これが問題

の解決を長引かせていると考えまして、私は昨

年の議会でも質問申し上げましたが、ぜひバリ

アを取り払ってトップ会談を時間をかけてやっ

てほしい。でないと解決しないと。そういうふ

うに私は、各市長や町長のお話を直接聞いて感

じました。

そして、理事会の出席表を見ましても、経済

、団体からいろんなメンバーが入っていますけど

出席率が悪い。これは当事者としての感覚がな

いんですよ。県のあるいは市町村の要請に基づ

いて出資をした、理事に就任したという感覚で

ありますから、これは当然だと思います。であ
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りますから、この出席から見ましても、公社イ

コール県と市町村だと。一心同体という気持ち

。でこの処理を進めていただかないと進まないと

ぜひ県と市町村のトップ会談をやっていただき

たい。地元としましてこのようにお願いをして

おきたいと思います。

時間もありませんので、まとめ○前屋敷議員

て御質問したいと思いますが、今回、外部調査

委員会の報告が出されましたけど、私は、本来

は、公社が自浄能力をもって解明をしていかな

ければならなかった問題じゃないかというふう

に思うんです。それができなかったことは非常

に残念でならないところなんです。調査委員会

の報告がきのう知事になされたということです

が、この報告の内容は公社のほうにどういうふ

うに伝えられているのか。もう既に伝わってい

るのか。今後これに基づいて公社がどういうふ

うに新たな解明を図っていくのか。そして、そ

の責任問題に及びますけど、私は、県そのもの

が責任を負う立場であるというふうに認識して

おりますけれども、責任の所在も含めてそこが

はっきりしなければ、修理費用その他の負担に

ついては、各自治体では今後問題が生じていく

だろうというふうに思いますので、今後のその

辺の見通しあたりを聞かせていただければと思

います。

昨日13時から第４回の○大坪施設調査対策監

外部調査委員会が行われまして、この最終報告

が決定されたんですけれども、その際に、公社

の理事長と職員の方、数名傍聴されておりまし

た。ですから、外部調査委員会の審議の様子も

よく理解をされたというふうに思います。その

後、４時から連絡調整会議ということで、関係

します11市町村と公社の理事長に入っていただ

きまして、最終報告の内容について、外部調査

委員会の委員長のほうから詳細に説明がござい

ました。したがいまして、公社のほうでも昨日

の内容については十分理解をされているという

ふうに思います。

昨日の連絡調整会議の中で、公社の理事長か

ら、今後どんなふうに公社として進めたいとい

うお話もございました。今回の外部調査委員会

の最終報告を十分に読んで、理解をして、公社

としてしっかりと対応を進めますと。具体的に

、 。は 補強工事をしっかりと進めますということ

それから２点目は、いろんな責任の問題があり

ます。損害賠償請求の問題等もありますので、

そこら辺は専門家とも相談しながらきちんと進

めますということ。それから３点目は、公社の

組織改革の話です。やはり信頼される公社とし

て再出発を図りたいということで、理事会、評

議員会、事務局体制を含めて、どんなふうにす

、ればいいのかということをしっかりと議論して

対応策を示したいというふうな説明がございま

した。

ほかにはございませんか。ほか○宮原委員長

にはないようですね。

それぞれ意見が出ましたが、要は、宮崎市民

を中心にこの周辺の方々であったり、また県民

から、早期の施設の機能の回復を図ってほしい

ということがまず一番だというふうに、それぞ

れの委員から出ました。責任の追及ということ

もあるんですが、責任の追及で責任のほうが余

り先に行ってしまうと何だという話になります

ので、やはり県民から信頼される施設にするた

めには、早急な改修を行い、そして、同時に責

任の追及をどんどん進めていくということでな

いと 県民の信頼を回復するということが一―

番大事なことかというふうに思いますので、時

間をかけて調査報告書をまとめていただいて、
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これをもとに、なるべく早急に機能の回復と原

因の究明、そして、それぞれの責任もきちっと

明確にしていただけることが、県民が望んでい

ることかというふうに思います。そこを部長の

ほうから決意がありましたので、それを踏まえ

てしっかりとやっていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。

以上をもちまして終了させていただきます。

執行部の皆様は御苦労さまでした。

暫時休憩をいたします。

午前11時53分休憩

午後０時３分再開

委員会を再開いたします。○宮原委員長

その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようですので、以上で○宮原委員長

委員会を終了いたします。御苦労さまでした。

午後０時４分閉会




